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（趣旨）

第１条 この基準は、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図るため、あきる野市契約事務

規則（平成７年あきる野市規則第３８号）第３５条の規定に基づき、あきる野市（以下

「市」という。）が発注する物品買入れその他の契約（工事及び修繕の請負を除く。）に

係る指名競争入札に参加させようとする者の指名について、必要な事項を定めるものとす

る。

（適格性の判定）

第２条 指名競争入札に参加する資格を有する者について、次に掲げる事項を調査し、その

適格性を判定するものとする。

（１） 申請営業種目

（２） 経営及び信用の状況

（３） 不誠実な行為の有無

（４） 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性

（５） 市における指名実績及び発注の状況

（６） 他官公庁契約実績の有無

（７） 事業所の所在地等発注契約における地理的条件

（指名方法）

第３条 前条の適格性の判定により、適格であると判断された者を指名する。

（優先指名）

第４条 前条の規定により指名するに当たって、次の各号のいずれかに該当する者は、他の

者に優先して指名することができる。

（１） 本店の所在地が市内にある者

（２） 支店、営業所等の所在地が市内にある者

（３） 同一の契約事案に係る前回の契約業者（前回の契約の履行状況が良好でない者を

除く。）

（４） 過去において、市を相手方とする発注契約と同種かつ同規模程度の契約を履行し

た者で、履行成績が優秀であったもの

（５） その他市長が特に必要と認める者

（指名業者数）

第５条 指名する業者数は、発注契約の予定金額に応じ、別表に定めるところによる。ただ

し、発注契約に対する履行能力を有する業者が別表に定める業者数に満たないときは、こ

の限りでない。

（指名の制限）

第６条 次の各号のいずれかに該当する者については、指名することができない。

（１） あきる野市競争入札参加有資格者指名停止基準に基づく指名停止期間中である者

（２） あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２２年あきる野市通達第

３７号）に基づく停止措置を受けている者

（３） 同一の発注契約において、組合を指名した場合の当該組合の組合員
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（４） 前３号のほか、指名することが不適切と認められる者

（補則）

第７条 契約の目的、内容又は性質により、この基準による指名が困難であると認められる

ものについては、この基準を適用しないことができる。

附 則

この基準は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）

発注契約予定金額 業者数

１億円以上 １５者以上

６千万円以上１億円未満 １２者以上

３千万円以上６千万円未満 １０者以上

１千万円以上３千万円未満 ８者以上

５００万円以上１千万円未満 ７者以上

３００万円以上５００万円未満 ６者以上

３００万円未満 ４者以上


